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１．事業の概要について 
1.1 基本情報（令和４年度５月１日時点）  
① 中学校数 147校（分校を除く） ② 生徒数 76,990人 ③ 部活動数 約 3000部活 

 
1.2 地域における現状・課題 
国の方針である地域移行を見据えつつ、地域の特性等を活かした生徒にも教員にも持続可能な部活動を実現することを目指して
いる。 
そのために、生徒だけではなく、全ての教員が横浜市立学校部活動ガイドラインを遵守することが不可欠である。 
 
1.3 実践研究における取組目標 
①生徒に対する効果的な指導となっているか 
②教職員の負担軽減となっているか 
③委託先にとって持続可能な事業として位置付けられるか 
 
・顧問教員の専門性の浅い競技を指導することによる精神的な負担、休日の指導に従事することによる身体的な負担 
・学校にある物品の使用や保健室等の学校施設・設備の利用基準 
・学校教職員が指導に関わらないことによる、安全管理上の課題 
 
1.4 実践研究の運営体制 
【イメージ図】 
 
 
 
 
 
 
２．地域連携や地域移行の推進に向けた体制整備の取組について 
部活動の地域移行に関するプロジェクトの設置・開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．実践研究校における取組について 
3.1 実践研究校情報 
① 実践研究校数 市内全 147中学校のうち、３校が実践研究に参加 
② 実践研究に取り組んだ部活動数 ６部活動 
③ 種目 バレーボール、サッカー、バスケットボール、バドミントン（２校）、硬式テニス 

 
≪主な取組例（１）≫…横浜市立鴨志田中学校 
① 運営主体 リーフラス株式会社 
② 種目 サッカー ③ 参加者数 25人 
④ 活動日 土曜日または日曜日 ⑤ 活動場所 鴨志田中学校 
⑦ 指導者人数 １人 ⑧ 謝金単価 － 
⑨ 指導者属性 受託先の指導者 
⑩ 参加会費の有無・金額 徴収なし 
≪主な取組例（２）≫…横浜市立根岸中学校 
① 運営主体 一般社団法人 GODAI スポーツライフ 
② 種目 硬式テニス ③ 参加者数 21人 
④ 活動日 土曜日または日曜日 ⑤ 活動場所 根岸中学校 
⑦ 指導者人数 １人 ⑧ 謝金単価 － 
⑨ 指導者属性 受託先の指導者 
⑩ 参加会費の有無・金額 徴収なし 

 
3.2 参加者の声（顧問教員より） 
・練習メニューの充実度が向上した。また、生徒が練習に集中できる環境が整っていた。 
・専門的な指導も可能なスタッフによる指導により、部員のスキルとモチベーションが向上した。 
・土日に自分の時間が持てるようになった（身体的、精神的負担軽減）。 
・練習の充実感、緊張感を得られる点で、生徒に満足している様子がみられる。 等 
 
3.3 各実践研究校での取組を通じて挙がった課題や解決方法、取組において特に工夫した点 
①受託者が土日の出席状況や練習メニュー等を報告書として共有することで、管理職と顧問教員が把握することができた。 
②指導上の問題が生じた際は、一義的に受託者で対応後、速やかに管理職と顧問教員で共有する仕組みを整えた。 
③受託者だけで保健室を使用できるよう校庭から保健室に入る鍵を変更するとともに、警備会社にも共有した。 
 
４．実践研究の成果と今後の課題 
4.1 実践研究での検証から得た成果 
①顧問教員の休養日の確保（身体的・精神的な負担を軽減できる） 
②専門的な指導による生徒のスキル・モチベーションの向上 
③学校において部活動指導員を探す負担の軽減 
 
4.2 地域移行における今後の課題と対応 
 
 
 
 
 
 
 
 

【関係者との連絡調整・連携体制の構築方策】 
・令和４年度に設置した外部委員などによるプロジェクトチームを引き続き
活用する 
・地域移行を見据えた持続可能な部活動の実現に向けて半期に 1 回開
催予定（年２回）。 

【受け皿団体の確保方策】 
・R3 から展開している民間企業への委託による地域移行実践研究を、
R5 においても拡充して取り組む。 
・民間企業によらない地域スポーツ団体等への委託スキームについて、検
討を行う。 

【指導者の確保方策】 
・競技団体・文化芸術団体・大学等の人材を確保し学校とマッチングする
仕組みの構築 
※部活動指導員の拡充と運用の徹底、休日部活動の地域移行の実践
研究（民間委託）にも引き続き取り組む。                      

【地域特有の課題への対応策】 
・５年目を迎える部活動指導員配置事業が、市立学校に浸透しており、
政令市でも最多の指導員が学校に配置されている。地域移行と並行して
事業を継続していくことが不可欠であり、全市一律での手法ではなく、各学
校の実情に応じた施策の推進を検討する必要がある。 
 




